
 

別紙３ 

 

【役員の報酬等】 

 

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

 

当社は、会社法の定めるところにより、報酬委員会が「取締役及び執行役の報酬の内容の決定に関する方針」を

決定しています。 

 

取締役及び執行役の報酬については、以下を基本方針としています。 
 
・健全なビジネス展開を通じて株主価値の増大に寄与し、短期及び中長期の業績向上へ結びつくインセンティ

ブが有効に機能すること 

・グローバルに展開する証券グループとして、国内はもとより、国際的にも競争力のある水準であること 

・指名委員会等設置会社として、執行と監督が有効に機能すること 

 

取締役及び執行役の報酬は、報酬委員会において決定しており、基本報酬、業績連動型報酬、株価連動型報酬で

構成され、具体的には以下のとおりです。 

 

   

 

報酬委員会は、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等について、「取締役及び執行役の報酬の内

容の決定に関する方針」の整合性を確認した上で報酬の内容を決定したことから、当該決定方針に沿うものである

と判断しております。 

 

 

② 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合 

 

     

(注) 上記の数値は、中期経営計画の業績KPIの目標達成時における割合です。 



 

③ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法、目標及び実績 

 

業績連動型報酬の算定においては、中期経営計画“Passion for the Best”2023 において数値目標として掲げ

る各KPIを参照しています。 

業績連動型報酬を算定するための業績評価は、財務情報を用いた業績KPIに基づく財務業績評価に、業績KPI以外

のKPIを総合的に評価したクオリティ評価を反映します。財務業績評価及びクオリティ評価は、報酬委員会にて決定

しています。 

業績連動型報酬は、役職ごとに定めた基準額に業績評価を掛け合わせ、個人の貢献度合を反映のうえ算定します。

なお、業績評価は、全ての役職において同一の算定式を適用しています。 

 

 

（注）１ 基準値は、中期経営計画の目標値を踏まえて報酬委員会にて決定しています。 

２ 連結総自己資本規制比率は、2022年12月末時点における数値を記載しております。 

  



 

 

（役員報酬体系のイメージ） 

 

 

 

業績連動型報酬が一定の上限を

上回る場合には、上回る部分を

譲渡制限付株式で支給するとと

もに、傾きを立てることによ

り、長期の業績向上や持続的な

成長へのインセンティブがより

働く体系としております。 
 

（譲渡制限付株式報酬制度） 

当社では、中長期の業績向上へのインセンティブをより高めるとともに、当社及び当社子会社の取締役・執行役・

執行役員等と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 

株式報酬Ⅰ 

(株価連動型報酬) 

基本報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式を支給するものであり、長期的な業績向上

へのインセンティブとして有効に機能するため、当社、当社子会社及び当社関連会社の役員等の

いずれの地位も退任した後に譲渡制限を解除することとしております。 

株式報酬Ⅱ 

(業績連動型報酬) 

業績に応じて金銭で支給する業績連動型報酬に一定の上限を設け、これを上回る場合は報酬の一

部を金銭から譲渡制限付株式に置き換えて支給するものです。譲渡制限期間は３年としており、

業績連動型報酬が一定の上限を上回る場合には実質的な報酬の繰延として機能します。 

 

 

④ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する手続の概要 

 

取締役及び執行役の報酬等は、報酬委員会の決議によって定めることを、定款で定めています。 

役員の報酬額の決定に際しては、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において事前に決定した指標をもとに

算出し、透明性を確保しています。 

 

    

※報酬委員会は、上記以外にも必要に応じ適宜開催しています。 


